
 第１４号議案  

 

 

かめおか児童クラブ事業の実施に関する条例

の制定について  

 

 かめおか児童クラブ事業の実施に関する条例を次のように制定す

るものとする。  

 

   令和４年１１月２８日提出  

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 

 

 

かめおか児童クラブ事業の実施に関する条例  

 

 （目的）  

第１条  この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第

６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業（以下「事業」

という。）を実施することにより、児童の健全な育成を図ること

を目的とする。  

 （設置）  

第２条  事業を実施するため、亀岡市立小学校設置条例（昭和３９

年亀岡市条例第１０号）第１条に規定する小学校及び亀岡市立義

務教育学校設置条例（平成２８年亀岡市条例第３９号）第１条に

規定する義務教育学校の前期課程毎にかめおか児童クラブ（以下

「児童クラブ」という。）を設置する。  

２  児童クラブの名称及び設置場所は、亀岡市教育委員会が別に規

則で定める。  

 （対象児童）  

第３条  事業の対象となる児童は、次の各号のいずれの要件も満た

す者とする。  
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⑴  就労、疾病その他の理由により、保護者が昼間家庭にいない

こと。  

⑵  亀岡市立の小学校（義務教育学校の前期課程を含む。以下同

じ。）に就学していること。  

⑶  市内に住所を有していること。  

２  前項の規定にかかわらず、教育長がその児童の健全な育成に必

要があると認めるときは、同項各号に掲げる要件を満たさない者

でも対象児童とすることができる。  

 （開設日及び開設時間）  

第４条  児童クラブの開設日は、４月１日から翌年の３月３１日ま

でとする。ただし、次の各号に掲げる日を除く。  

⑴  ８月１３日から同月１６日まで  

⑵  １２月２９日から翌年の１月３日まで  

⑶  その他教育長が特に必要と認める日  

２  児童クラブの開設時間は、学校の休業日（亀岡市立小学校、中

学校及び義務教育学校の管理運営に関する規則（昭和５８年亀岡

市教育委員会規則第３号）第３条第１項に規定する学校の休業日

（同規則第３条第２項の規定により、学校の休業日を変更した場

合は、当該変更後の学校の休業日）をいう。）にあっては、午前

８時から午後７時までとし、それ以外の日にあっては、放課後か

ら午後７時までとする。  

３  前２項の規定にかかわらず、教育長は、災害その他やむを得な

い事情があるときは、開設日又は開設時間を変更することができ

る。  

 （入会の申請）  

第５条  児童を入会させようとする保護者は、次の各号の利用区分

に応じ教育委員会が定めるところにより、入会の申請を教育長に

提出しなければならない。  

⑴  通常利用  月曜日から金曜日までの月単位の利用  

⑵  日曜日利用  日曜日の月単位の利用  

⑶  土曜日利用  土曜日の月単位の利用  

⑷  一時利用  前３号にかかわらず日単位の利用  
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２  国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日のうち月曜日から金曜日までの利用については、前項第

２号又は第３号の利用に含むものとする。  

 （入会の許可）  

第６条  教育長は、前条の規定による申請があったときは、その内

容を審査の上入会の可否を決定し、規則で定めるところにより保

護者に通知するものとする。  

 （負担金）  

第７条  前条の規定により入会の許可を受けた保護者（以下「利用

者」という。）は、第５条に定める利用区分に応じ、別表に定め

る負担金を毎月末までに納入しなければならない。ただし、同一

世帯において２人以上の児童が利用する場合においては、２人目

以降の児童に係る負担金は、無料とする。  

２  利用者は、前項の負担金のほか、スポーツ安全保険の掛金、特

別の行事又は活動に要する経費その他事業の運営に必要な経費を

負担するものとする。  

 （負担金の減免）  

第８条  教育長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定め

るところにより、前条に規定する負担金を減額し、又は免除する

ことができる。  

 （負担金の還付）  

第９条  既納の負担金は、還付しない。ただし、教育長が特別の理

由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することがで

きる。  

 （委任）  

第１０条  この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に

定める。  

 

   附  則  

 

 （施行期日）  

１  この条例は、令和５年４月１日から施行する。  
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 （亀岡市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の廃止）  

２  亀岡市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例（平成２１

年亀岡市条例第３４号）は、廃止する。  

（亀岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正）  

３  亀岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成２６年亀岡市条例第３３号）の一部を次のよう

に改正する。  

 第１１条第３項中「指定都市」の次に「若しくは同法第２５２

条の２２第１項の中核市」を加える。  

 附則第２項を次のように改める。  

 （設備の基準に関する経過措置）  

２  この条例の施行の日から当分の間、第１０条第２項、第１１

条第４項（一の支援の単位を構成する児童の数に係る部分に限

る。）及び第１５条第５号の規定は、適用しないことができる。  

 附則中第４項、第５項及び第６項を削る。  

 （準備行為）  

４  この条例の施行のために必要な行為は、この条例の施行の日前

においても行うことができる。  
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別表（第７条関係）  

利用区分  児童１人当たりの負担金の額  

通常利用  月額６，０００円  

日曜日利用  月額１，０００円  

土曜日利用  月額１，０００円  

一時利用  日額５００円  
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かめおか児童クラブ事業の実施に関する条例案要綱  

 

 

１  放課後児童健全育成事業の推進について、開設時間の延長や休

日保育の実施など、保育サービスの充実を図り、児童への適切な

遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図るため、従来の

放課後児童会に替えて、新たにかめおか児童クラブを設置するこ

と。  

 

２  亀岡市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例を廃止する

こと。  

 

３  その他所要の規定整備を図ること。  

 

４  この条例は、令和５年４月１日から施行すること。  
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